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伊方発電所第１，２号機 海水取水ポンプの不具合 

に係る報告書の提出について 

 

 

 平成 16 年９月１日に発生しました伊方発電所 第１，２号機海水取水ポンプ

の不具合につきまして、その後の調査結果がまとまりましたので、安全協定第

11 条第２項に基づき、別添のとおり報告いたします。 

 

今後とも伊方発電所の安全・安定運転に取り組んでまいりますので、ご指導

賜りますようお願い申しあげます。 

 

以 上 
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１．件 名 

伊方発電所第１、２号機 海水取水ポンプの不具合について 

 

２．事象発生の日時 

平成１６年９月１日 １３時２５分頃（確認） 

 

３．事象発生の設備 

海水取水ポンプＢ号機 

 

４．事象発生時の運転状況 

通常運転中（１号機：出力５７１ＭＷ，２号機：出力５６０ＭＷ） 

 

５．事象の概要 

伊方発電所第１，２号機（定格電気出力５６６ＭＷ）は、通常運転中のとこ

ろ、海水淡水化装置Ｂ号機の点検終了に伴う試運転のため海水取水ポンプＢ号

機（以下、当該ポンプと言う）を起動したところ、過負荷を示す信号が発信し

たことから、当該ポンプを隔離後、ハンドターニングを実施した結果、１３時

２５分頃、ポンプ軸が回転しないことが判明した。 

その後、当該ポンプの分解点検を実施した結果、ポンプ本体に異常は認めら

れないものの、軸受部に海生生物が付着していたため、軸受部の摩擦力が増加

し、回転しなくなっていたことが判明した。 

このため、ポンプ部の分解点検、組み立て及び試運転を行い、９月１６日 

１１時１５分、正常に動作することを確認し、正常状態に復帰した。 

    なお、本事象によるプラントの運転への影響及び周辺環境への放射能の影響

はなかった。 

（添付資料－１） 

 

６．事象の時系列 

９月１日 

１２時５５分   当該ポンプ 起動 

１２時５６分   当該ポンプ トリップ 

         「コントロールセンターＢ負荷トリップ」警報発信(温

度継電器動作) 

１３時２５分   当該ポンプがハンドターニングできないことを確認 
   ９月６日       当該ポンプの分解点検を開始 

９月１６日 

     １１時１５分   分解点検終了、試運転良好、正常状態復帰 
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７．調査結果 

（１）機器の調査 

ａ．各部の点検調査 

当該ポンプを起動した際、ポンプの過負荷を示す温度継電器が動作したこ

とから、その要因について調査した。 

（ａ）ポンプ本体     

電動機とつながった状態でハンドターニングを実施した結果、回転軸が

回らないことを確認した。 

      その後、ポンプと電動機のカップリングを切り離し、個別にハンドター

ニングを実施した結果、電動機側には異常はなく、ポンプ側の回転軸が回

らないことを確認した。 

      このため、ポンプ部を分解したところ、上部ケーシング用軸受と軸スリ

ーブとの隙間に、海生生物（小さなフジツボやその死骸等）が付着してい

た。 

                    （添付資料－２） 

 

   （ｂ）電動機 

      外観目視点検を実施した結果、異常は認められなかった。 

      また、電動機コイルが断線していないことを確認するため、絶縁抵抗お

よび巻き線抵抗を測定した結果、絶縁抵抗は１５ＭΩ以上（判定値：１Ｍ

Ω以上）、巻き線抵抗値は０．０２～０．０３Ω（判定値：無限大でない

こと）であり、異常は認められなかった。 

 

   （ｃ）温度継電器 

      温度継電器の動作試験を実施した結果、作動時間は４０．４９秒（判定

値２６～６２秒）であり、異常は認められなかった。 

 

（２）保守状況の調査 

       過去の点検記録を調査した結果、当該ポンプは、平成１５年５月に分解点検

を実施しているが、上部ケーシング用軸受と軸スリーブとの隙間に、今回のよ

うな海生生物の付着は確認されていない。 

 

（３）運転状況の調査 

ａ．当該ポンプの運転状況 

当該ポンプは、平成１５年５月の分解点検以降、平成１５年６月２日から平

成１５年１２月２２日まで海水淡水化装置の運転に合わせて起動・運転・停止

を行っていたが、異常は認められなかった。 

なお、平成１６年１月から事象発生までの約８ヶ月間、当該ポンプは停止し

ていた。 
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ｂ．海水取水ポンプの運用 

  海水取水ポンプは海水淡水化装置の運転に合わせて運転され、従来、海水淡

水化装置２基運転時には海水取水ポンプも２台運転としていたが、平成１６年

１月以降、省エネルギーの観点から、海水温度が低く海水淡水化装置の効率が

高い時期は、海水淡水化装置２基運転時にも海水取水ポンプを１台運転とする

運用に変更した。 

  このため、平成１６年１月から事象発生までの約８ヶ月間、当該ポンプは運

転されなかった。 

  なお、運用変更以前においては、停止期間が２ヶ月程度あったが、今回のよ

うな事象は発生していない。 

 

８．推定原因 

   海水取水ポンプＢを長期間停止していたことから、上部ケーシング用軸受と軸

スリーブとの隙間に海生生物が付着し、軸受部の摩擦力が増加したため、当該ポ

ンプの回転軸が回らなくなって､過負荷を示す信号が発信したものと推定される。 

 

９．対 策 

（１） 当該ポンプの分解点検を実施し、付着している海生生物を取り除いた後、健

全性を確認して復旧した。 

（２） 海水取水ポンプ１台運転中は、１ヶ月に１回ポンプの運転号機の切り替えを

行うよう内規を変更した。 

また、海水淡水化装置が１ヶ月以上停止する場合は、海水取水ポンプを１ヶ 

月に１回運転するよう内規を変更した。 

 

                                  以 上 
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添 付 資 料 
 
 

添付資料－１ 伊方１・２号機 海水淡水化装置概略系統図 
 

添付資料－２ 海水取水ポンプＢ分解後の状況 
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添付資料－２ 
 

海水取水ポンプＢ分解点検の状況 

ポンプ本体の吊り上げ状態 ポンプ構造図 

羽根車及び主軸を抜いた状態

主 軸 

軸スリーブ 

軸 受 

羽根車 

羽根車を抜いた状態 

軸スリーブ 

軸 受 


